
 

 

１. 変更内容 

＜オンライン業務の変更＞ 

輸入申告業務等における添付書類提出要否判定（Ｙ判定）処理から会計検査院判定を削除する。 

Ｙ判定処理から会計検査院判定を削除するため、他のＹ判定条件を非該当で終了した場合（通関関係書

類の提出が不要の場合）は、審査区分に「Ｙ」（書類提出要）を出力しない。他のＹ判定処理のいずれか

に該当した場合は、審査区分に「Ｙ」を出力する。 

 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「輸入申告（ＩＤＣ）」業務 

・「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務 

・「輸入申告等変更（ＩＤＥ）」業務 

 

 

３. 特記事項 

特になし 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

平成３０年０３月１８日（日） 

 

要
件
事
項 

＜航空／海上業務＞ 
輸入申告等にかかる添付書類提出要否判定の変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

「通関関係書類提出要否判定処理」において、簡易審査扱いとなった申告のうち「会計検査院へ提出要」の

みに該当し、他の書類提出要件に非該当の場合は、通関関係書類を「提出要」（審査区分１Ｙ）と判定して

いる。 

 

＜変更後仕様＞ 

「通関関係書類提出要否判定処理」において、簡易審査扱いとなった申告のうち「会計検査院へ提出要」の

みに該当し、他の書類提出要件に非該当の場合は、通関関係書類を「提出不要」（審査区分１）となるよう

に変更する。 

 


